
（仮称）総合福祉計画策定に係る３附属機関合同会 開催概要 

 

１ 対象附属機関 

 社会福祉審議会 地域福祉部会 

 第 11 次芦屋すこやか長寿プラン 21 策定委員会 

 障害者（児）福祉計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画策定委員会 
 

２ 開催概要 

 日時：令和８年５月 29 日（金） 10:00～12:00 

 場所：芦屋市役所 東館３階 大会議室 
 

３ プログラム 

(1) 議題（案） 

 ・共通理念について 

 ・施策（全体骨格）について 

 ・計画名称案について 
 

(2) 方法 

 ・グループワーク形式（１グループ６～８人程度を想定） 

 ・各グループに各附属機関の事務局職員が入り、ファシリテーター・記録を行う 
 

４ 【参考】各附属機関構成員（延 44 名） 

社会福祉審議会 

地域福祉部会 

第 11 次芦屋すこやか長寿

プラン 21策定委員会 

障害者（児）福祉計画及び障害福祉 

計画・障害児福祉計画策定委員会 

学識経験者 学識経験者 学識経験者 

学識経験者 医師会 医師会 

医師会 社会福祉協議会 身体障害者福祉協会 

社会福祉協議会 民生児童委員協議会 手をつなぐ育成会 

民生児童委員協議会 介護老人福祉施設事業者連絡会 障がい児者父母の会 

老人クラブ連合会 介護サービス事業者連絡会 家族会 

高齢者生活支援センター 老人クラブ連合会 社会福祉協議会 

障がい団体連合会 高齢者生活支援センター 民生児童員協議会 

あじさいの会 国民健康保険運営協議会 三田谷治療教育院 

自治会連合会 あじさいの会 障がい者基幹相談支援センター 

権利擁護支援センター 市民委員 芦屋メンタルサポートセンター 

商工会 こども福祉部長 PARC（パルク）あしや 

あしや NPO センター  市民委員 

地域福祉アクションプログラム推進協議会  市民委員 

西宮こども家庭センター  こども福祉部長 

市民委員   

こども福祉部長   

 

令和８年２月２６日
【　資　料　７　】


